
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し入れ内容 
 

１. 申１３号の回答を撤回し、２０２３年度夏季手当を基準

内賃金の３．０ヶ月とすること。あわせて、コロナ禍に

おいて奮闘を続けてきた組合員・社員に対する特別手当

として、全従業員（出向者含む）対象に一律１０万円を

支給すること。 
 

２．回答については、２０２３年６月９日までとすること。 
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